
は
じ
め
に

本
稿
は
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
の
桑
名
藩
の
流
通
経
済
政
策
を
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
久
松
松
平

氏
の
桑
名
へ
の
再
入
部
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
朝
敵
と
な
り
尾
張
藩
支
配

と
な
る
ま
で
の
桑
名
藩
時
代
の
米
切
手
発
行
や
国
産
（
専
売
）
政
策
の
様
相
を
解
明

す
る
こ
と
で
あ
る
。

桑
名
藩
で
は
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
、
風
水
害
等
の
災
害
の
頻
発
、
貨

幣
経
済
の
浸
透
、
年
貢
徴
収
高
停
滞
、
桑
名
へ
の
入
部
、
京
都
警
衛
や
将
軍
上
洛
等
、

藩
財
政
を
悪
化
さ
せ
る
現
象
が
起
こ
る（

１
）。

そ
れ
に
対
し
、
倹
約
触
、
家
中
給
米
削
減

等
、
支
出
の
削
減
を
試
み
る
も
の
の
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
従
来
の
年

貢
増
徴
に
依
存
す
る
体
制
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
流
通
過
程
へ
の
賦
課
や
統
制
、
さ

ら
に
は
藩
に
よ
る
国
産
奨
励
を
実
施
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
政
策
が
、
米
切
手
（
実

質
的
な
藩
札
）
発
行
や
特
産
品
の
国
産
化
、
専
売
制
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
打
開
を

図
る
。

本
稿
で
は
こ
の
二
点
を
中
心
に
、
桑
名
藩
の
流
通
経
済
政
策
を
検
証
す
る
が
、
専

売
制
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
に
つ
い
て
は
堀
江
保
蔵
氏
や
吉
永
昭
氏
の
研
究（

２
）が

あ
る
。

堀
江
氏
は
、
国
産
政
策
の
資
金
調
達
の
た
め
に
藩
札
を
発
行
し
た
こ
と
や
国
産
の
領

外
流
通
で
の
正
金
獲
得
の
た
め
、
領
内
で
は
国
産
の
引
替
に
藩
札
が
用
い
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
藩
が
莫
大
な
差
額
利
益
を
あ
げ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る（

３
）。

吉
永
氏
は
、
堀

江
氏
の
専
売
制
の
研
究
を
総
括
し
、
近
世
の
発
展
段
階
に
応
じ
た
専
売
制
の
あ
り
方

や
役
割
の
ち
が
い
な
ど
の
解
明
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
で
商
品
の
独
占
、
専

売
商
品
、
商
品
の
販
売
に
つ
い
て
課
題
設
定
し
専
売
制
度
の
具
体
的
な
展
開
を
検
討

す
る
必
要
性
を
説
く
。
ま
た
吉
永
氏
は
、
全
国
的
に
専
売
制
を
俯
瞰
し
、
そ
れ
は
概

ね
近
世
中
期
専
売
制
は
宝
暦
・
天
明
期
に
藩
政
改
革
の
基
本
政
策
の
一
環
と
し
て
集

中
し
て
い
る
こ
と
、
近
世
後
期
寛
政
期
以
降
は
、
各
藩
で
実
施
さ
れ
る
が
、
東
日
本

で
は
、
寛
政
期
と
嘉
永
・
安
政
期
に
、
西
日
本
で
は
、
化
政
期
・
天
保
期
・
嘉
永
・

安
政
期
に
集
中
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
近
世
後
期
に

も
藩
政
改
革
の
継
承
、
財
政
困
窮
の
克
服
、
三
都
の
問
屋
資
本
と
の
利
害
対
立
、
天

保
段
階
の
幕
府
の
諸
藩
専
売
の
統
制
が
あ
る
中
で
、
領
内
外
商
業
資
本
と
の
む
す
び

つ
き
が
多
様
化
し
、
藩
が
直
接
的
に
藩
営
事
業
の
形
で
商
品
の
生
産
か
ら
販
売
の
全

過
程
を
掌
握
す
る
形
態
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
領
内
有
力
商
人
を
責
任
者
に
任
命

し
間
接
的
に
商
品
を
独
占
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
た
と
す
る（

４
）。

そ
の
後
個
別
事
例
と

し
て
、
幕
末
期
の
佐
賀
藩
陶
器
専
売
を
扱
っ
た
山
形
万
里
子
氏
、
徳
島
藩
の
紙
専
売

を
事
例
と
し
た
町
田
哲
氏
の
研
究
、
姫
路
藩
木
綿
専
売
の
総
合
研
究
な
ど
が
見
ら
れ

る（
５
）。

桑
名
藩
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
傾
向
と
類
似
す
る
部
分
は
あ
る

が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
未
解
明
部
分
が
多
い
。

ま
た
専
売
制
と
の
関
連
で
米
切
手
が
藩
札
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
町
在
に
流
通

近
世
後
期
の
桑
名
藩
の
流
通
経
済
政
策

　
　
　

― 

米
切
手
発
行
と
専
売
制
の
分
析
を
通
じ
て 

―
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し
、
藩
の
国
産
・
産
業
奨
励
政
策
と
も
非
常
に
関
係
が
深
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
米
切

手
発
行
と
専
売
制
を
関
連
さ
せ
て
分
析
を
行
う
が
、
米
切
手
を
含
む
藩
札
の
発
行
に

つ
い
て
は
、
藩
財
政
悪
化
に
伴
う
補
填
、
通
貨
不
足
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る（

６
）。

桑
名
藩
の
場
合
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
に
は
藩
札
に
相
当
す
る

「
米
切
手
」
が
発
行
さ
れ
る
。
先
述
し
た
専
売
制
開
始
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
で
、

あ
た
か
も
こ
の
政
策
を
想
定
し
た
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
発
行
で
あ
り
、
そ
の
点

か
ら
す
れ
ば
、
米
切
手
発
行
と
国
産
・
専
売
制
は
連
動
し
て
お
り
、
桑
名
藩
の
流
通

政
策
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
桑
名
藩
の
流
通
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
、『
桑
名
市
史（

７
）』『

三
重
県
史（

８
）』

『
新
修
朝
日
町
史（

９
）』

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
『
桑
名
市
史
』
で
は
米
会
所
が
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
吉
津
屋
町
に
設
立
さ
れ
、
町
年
寄
が
取
締
と
な
っ
て
、
毎
年
藩
に
冥
加

金
を
上
納
す
る
こ
と
で
運
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
藩
札
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

に
幕
府
の
許
可
を
得
て
銀
一
匁
札
を
製
造
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
銀
札
や
金
米
札
が
あ
っ

た
こ
と
、
米
札
の
図
柄
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
桑
名
藩
の
産
業
奨
励
を
推
進

す
る
中
で
、
特
産
と
し
て
桑
名
米
・
桑
名
蛤
・
萬
古
焼
な
ど
個
々
の
物
品
を
取
り
上

げ
て
い
る
が
、
専
売
制
と
の
具
体
的
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。　

『
三
重
県
史
』
で
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）、
藩
財
政
対
策
と
し
て
藩
札
を
発

行
し
、
大
坂
の
御
内
用
達
升
屋
平
右
衛
門
の
提
案
に
よ
り
領
内
流
通
の
た
め
、
幕
府

に
無
許
可
で
七
種
類
の
米
切
手
を
発
行
し
た
こ
と
、
米
切
手
は
額
面
に
米
と
金
銀
と

の
引
替
を
表
示
す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
金
札
・
銀
札
（
い
わ
ゆ
る
藩
札
）
と
し
て

流
通
さ
せ
、
財
政
補
填
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
幕
府
の
米
札
発
行
禁
止

の
触
の
発
布
も
あ
り
、
八
年
後
（
天
保
九
年
）
に
頓
挫
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
『
新
修
朝
日
町
史
』
で
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
専
売
制
が
開
始
さ
れ

た
こ
と
、
そ
の
前
年
の
文
政
十
三
年
に
は
国
産
掛
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の

後
粉
糠
・
櫨
蝋
実
・
萬
古
焼
が
国
産
と
な
っ
て
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
自
治
体
も
米
切
手
（
藩
札
）
や
国
産
（
専
売
制
）
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
が
、
両
者
の
連
関
や
そ
の
経
緯
や
実
態
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
法
の
意
義
付

け
が
必
ず
し
も
明
確
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か

け
て
の
米
切
手
（
藩
札
）
や
国
産
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
や
実
態
、
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
法
の
意
味
合
い
や
連
関
な
ど
の
検
討
を
試
み
る
。

一
　
桑
名
藩
後
期
の
農
政
と
地
域
支
配

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
再
入
部
し
た
久
松
松
平
氏
は
、
地
域
支
配
に
あ
た
り

藩
士
で
あ
る
郡
代
、
勘
定
奉
行
、
代
官
、
郷
手
代
の
も
と
に
、
藩
領
域
を
北
・
中
・

南
の
三
組
に
分
け
、
三
組
の
村
落
か
ら
百
姓
身
分
の
郡
中
取
締
掛
を
数
名
任
命
し
て

支
配
し
た
。
年
貢
米
上
納
・
山
林
差
出
・
諸
運
上
や
小
物
成
等
に
関
す
る
多
く
の
触

が
発
布
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
矢
継
ぎ
早
に
統
制
法
令
が
発
布
さ
れ
る
。

文
政
七
年
正
月
に
は
「
条
々
」
八
一
条
が
発
布
さ
れ
、
百
姓
の
生
活
全
般
を
規
制

す
る
。
翌
年
以
降
も
、
田
畑
の
肥
や
し
用
に
石
灰
の
使
用
禁
止
、
手
余
り
地
や
荒
れ

地
に
関
す
る
教
諭
、
神
社
神
事
で
の
酒
興
禁
止
の
触
の
発
布
、
本
高
・
出
高
・
新
田

高
の
石
高
や
検
地
年
代
の
調
査
や
藩
領
内
の
土
地
把
握
に
努
め
た
。
天
保
飢
饉
対
策

と
し
て
穀
物
の
他
国
へ
の
津
留
め
、
倹
約
触
を
発
し
て
い
る
。

一
方
で
、
民
情
を
汲
み
取
る
た
め
の
「
通
ひ
箱
」
設
置
（
文
政
十
年
）
や
天
保
飢

饉
の
際
に
は
、
夫
食
（
食
糧
）
の
提
供
や
難
渋
者
へ
の
塩
・
味
噌
・
銀
・
救
い
米
の

下
付
な
ど
救
済
に
努
め
た
。

幕
末
期
の
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）、
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）
に
触
れ
ら
れ
た
年
貢
収
納
米
の
不
埒
な
行
為
に
対
し
て
の
触
が
発
布
さ

れ
、
年
貢
米
上
納
の
推
進
等
引
き
締
め
を
図
っ
て
い
る
。

そ
の
後
も
、
肥
料
代
拝
借
希
望
者
へ
の
貸
付
、
米
価
高
騰
の
際
の
穀
物
の
津
留
め

や
各
村
落
の
田
方
小
検
見
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
引
き
続
き
凶
作
年
に
は
、
貸
付
金

（3） （2）
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に
関
す
る
触
の
発
布
、
救
い
米
の
給
付
等
が
実
施
さ
れ
る

）
10
（

。

ま
た
、
桑
名
藩
は
文
政
六
年
の
移
封
直
前
に
は
一
万
五
千
両
近
く
の
借
財
が
あ
っ

た
こ
と
、
移
封
費
用
と
し
て
九
万
両
も
の
膨
大
な
資
金
が
か
か
っ
た
こ
と
で
、
財
政

問
題
へ
の
対
処
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
借
財
返
弁
の
た
め
に
、
家

中
に
対
し
、
文
政
七
年
か
ら
天
保
四
年
ま
で
十
年
間
の
御
手
伝
歩
引
仕
法
、
い
わ
ゆ

る
知
行
・
俸
禄
の
減
知
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
上
、
領
外
商
人
へ
の
借
財
返
弁
の
た

め
に
年
貢
増
徴
も
助
成
講
一
揆
の
余
波
が
残
る
な
か
で
難
し
く
、
さ
ら
に
収
納
米
も

天
保
末
年
以
降
は
ほ
ぼ
毎
年
、
勢
州
領
・
柏
崎
領
で
の
損
毛
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の

平
均
引
高
は
四
千
石
に
も
及
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
政
六
年
以
降
の
桑
名
藩

政
は
財
政
悪
化
状
況
の
中
、
家
中
に
は
知
行
の
減
知
を
実
施
し
つ
つ
、
地
域
支
配
に

あ
た
っ
て
も
毎
年
の
引
米
が
あ
り
、
年
貢
増
徴
等
も
難
し
く
、
藩
政
の
農
業
政
策
が

必
ず
し
も
う
ま
く
展
開
で
き
る
状
態
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
11
（

。
そ
こ
で
目
を
つ
け
た

政
策
が
、
藩
札
（
米
切
手
）
発
行
及
び
専
売
制
な
ど
流
通
経
済
政
策
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
次
章
以
降
は
藩
札
の
発
行
、
専
売
制
の
実
態
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し

た
い
。

二
　
米
切
手
の
発
行

桑
名
藩
で
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
十
月
、
次
の
よ
う
な
米
切
手
に
関
す
る

触
が
家
中
に
出
さ
れ
る
。
米
切
手
と
は
領
内
融
通
の
た
め
藩
が
発
行
し
た
米
の
引
替

券
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
米
と
貨
幣
の
引
替
率
（
例
え
ば
、
米
三
升
七
合
五
勺
札
は

「
金
壱
朱
分
」
と
引
替
）
も
表
示
さ
れ
て
お
り
実
質
的
な
藩
札
の
こ
と
で
あ
る

）
12
（

。
こ
こ

で
は
、
家
中
・
町
方
・
村
方
へ
発
布
さ
れ
た
触
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
年
代
順
に
検
討

を
進
め
る
。

〔
史
料
一

）
13
（

〕

一 

前
々
ゟ
御
家
中
并
御
領
分
町
在
中
、
非
常
為
御
手
当
米
金
御
備
被
立
置
候
所
、

御
得
替
後
打
続
莫
太
之
臨
時
御
物
入
等
差
湊
、
御
勝
手
御
手
操
相
届
兼
候
事

故
、
此
度
大
坂
御
内
用
達
升
屋
平
右
衛
門
江
自
然
之
節
之
手
配
申
付
候
所
、
為

融
通
御
領
中
米
切
手
通
用
被　

仰
付
候
得
者
、
御
世
話
可
申
上
旨
申
出
、
兼
而

切
手
通
用　

御
含
も
被
為　

在
、
且
御
近
領
何
れ
も
切
手
通
用
之
趣
ニ
候
得
者
、

旁
右
之
通
被　

仰
付
候
、
必
竟
非
常
御
手
当
筋
之
事
ニ
付
、
升
屋
江
世
話
被

　

仰
付
候
、
夫
之
懸
り
御
役
人
も
被　

仰
付
、
不
明
之
義
無
之　

永
々
被
相

行
候
様
為
取
計
候
事
ニ
付
、
一
同
其
趣
得
与
相
心
得
無
差
滞
通
用
可
致
候
、
猶

主
法
并
通
用
頃
合
之
義
ハ
追
而
相
触
可
申
候
、
右
之
趣
諸
御
役
々
江
通
達
可
被

致
候
、
末
々
ハ
組
支
配
頭
々
ゟ
申
聞
候
様
通
達
可
被
致
候
、
以
上
、

　

右
十
月
廿
二
日　

御
横
目
触

こ
れ
は
、
桑
名
藩
で
米
切
手
発
行
に
つ
い
て
の
藩
横
目
か
ら
の
触
で
、
桑
名
藩
で

は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
移
封
以
降
臨
時
の
物
入
が
続
き
勝
手
不
如
意
に
陥
っ

て
お
り
、
そ
の
打
開
策
し
て
大
坂
御
内
用
達
升
屋
平
右
衛
門
へ
米
切
手
の
世
話
を
持

ち
か
け
た
と
こ
ろ
、
領
内
で
の
切
手
通
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
世
話
を
す

る
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
兼
ね
て
か
ら
切
手
通
用
の
検
討
や
近
領
で
の
実
施
も
踏

ま
え
、
藩
で
は
升
屋
平
右
衛
門
に
切
手
通
用
の
世
話
、
掛
り
を
仰
せ
付
け
る
こ
と
に

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
米
切
手
の
発
行
は
、
移
封
な
ど
の
費
用
も
含
め
て
藩
財

政
悪
化
に
対
処
す
る
も
の
で
、
原
則
「
御
領
中
米
切
手
通
用
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩

領
内
で
の
通
用
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
米
切
手
が

実
質
的
な
藩
札
に
相
当
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
触
は
十
九
日
に
町
役
所
か
ら
桑
名
町
へ
、
二
十
日
に
各
組
手
代
か
ら

領
内
村
落
へ
発
布
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
月
に
は
町
方
に
対
し
次
の
触
が
出
さ

れ
た
。

〔
史
料
二

）
14
（

〕

一 

十
月　

中
島
孫
左
衛
門
・
工
藤
重
右
衛
門
〆
弐
人
、
右
者
米
切
手
懸
り
被　

仰
付
、
壱
人
扶
持
ツ
ヽ
加
増
、
山
口
八
十
郎
・
味
岡
七
右
衛
門
・
小
林
与
兵

（3）
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衛
〆
三
人
、
右
者
米
切
手
懸
り
被　

仰
付
、
帯
刀
御
免
弐
人
扶
持
ツ
ヽ
被
下

置
候
、
小
林
与
左
衛
門
帯
刀
御
免
、
是
ハ
何
之
功
ニ
而
被　

仰
付
候
哉
不
承

候
、
其
後
下
里
勘
右
衛
門
、
右
米
切
手
懸
り
被　

仰
付
、
帯
刀
御
免
弐
人
扶

持
被
下
置
候
事
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
に
米
切
手
懸
り
を
命
じ
た
大
坂
の
升
屋
に
続
き
、
桑
名
町
の

中
島
孫
左
衛
門
・
工
藤
十
右
衛
門
（
い
ず
れ
も
一
人
扶
持
加
増
）、
山
口
八
十
郎
・
味

岡
七
右
衛
門
・
小
林
与
兵
衛
（
い
ず
れ
も
帯
刀
御
免
二
人
扶
持
）、
小
林
与
左
衛
門

（
帯
刀
御
免
）
に
米
切
手
懸
り
を
申
し
付
け
、
そ
の
後
、
下
里
勘
右
衛
門
（
帯
刀
御
免

二
人
扶
持
）
に
も
懸
り
を
申
し
付
け
た
。

こ
れ
以
降
、
米
切
手
の
流
通
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
大
坂
と
桑

名
町
へ
の
米
切
手
懸
り
を
配
置
し
た
こ
と

は
、
米
切
手
発
行
は
原
則
領
内
通
用
を
想

定
し
て
い
る
も
の
の
領
外
と
の
関
連
、
す

な
わ
ち
、
後
述
す
る
国
産
化
・
専
売
制
導

入
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
触
を
受
け
て
次
の
よ
う
な
触

が
十
一
月
九
日
、
横
目
か
ら
発
布
さ
れ
る
。

〔
史
料
三

）
15
（

〕

一 

兼
而
相
触
置
候
米
切
手
義
、
明
十
日
ゟ
御
家
中
町
在
中
共
通
用
相
始
候
ニ
付
、

左
之
通
相
心
得
、
聊
無
差
支
通
用
可
致
候
、
尤
金
銀
ニ
も
替
申
度
面
々
ハ
、
於

御
勘
定
所
五
九
之
日
昼
前
之
内
引
替
ニ
付
、
振
合
等
之
義
ハ
、
右
御
役
所
江
承

合
取
扱
可
被
申
候
、

家
中
に
対
し
て
の
米
切
手
通
用
は
、
十
一
月
十
日
か
ら
開
始
し
、
勘
定
所
で
の
正

金
引
替
を
五
日
と
九
日
の
昼
前
に
行
う
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
米
の
量
に
合
わ
せ

七
種
類
の
米
切
手
を
発
行
し
金
子
と
交
換
す
る
こ
と
と
し
、
町
方
・
村
方
に
対
し
て

は
、
桑
名
町
片
町
役
所
で
行
う
こ
と
と
し
た
。
そ
の
七
種
類
は
表
の
と
お
り
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
米
六
斗
と
金
一
両
、
米
一
斗
五
升
と
金
一
分
、
米
三
升
七
合
五
勺
と
金
一

朱
、
米
一
斗
と
銀
十
匁
、
米
五
升
と
銀
五
匁
、
米
二
升
と
銀
二
匁
、
米
一
升
と
銀
一

匁
と
し
、
異
な
る
色
紙
を
用
い
て
福
禄
寿
や
弁
天
な
ど
の
図
柄
を
米
札
の
上
部
に
配

し
て
い
る
。

続
け
て
、
十
一
月
八
日
付
で
町
方
へ
は
町
役
所
か
ら
、
村
方
へ
は
勘
定
所
か
ら
次

の
触
を
発
布
す
る
。

〔
史
料
四

）
16
（

〕

一
小
引
替
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
津
村

　

一
六
ノ
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

藤
谷
伝
左
衛
門
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
下
喜
村

　

二
七
ノ
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
垣
専
八
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
村

　

四
九
ノ
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
利
平
方

　
　
　

但
朝
六
ツ
半
時
ゟ
夕
七
ツ
時（マ
マ
）時

迄
、
尤
三
両
以
下

右
定
日
之
外
臨
時
訳
合
有
之
不
得
止
事
分
者
、
右
之
者
共
江
対
談
之
上
引
替
可

申
事
可
被
相
触
候
、
以
上
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
町
方
・
村
方
の
場
合
は
、
片
町
役
所
と
は
別
に
、
在
方
に
は
小

引
替
所
を
設
置
し
、
三
両
以
下
の
場
合
は
一
日
と
六
日
は
羽
津
村
藤
谷
伝
左
衛
門
方
、

二
日
と
七
日
は
阿
下
喜
村
稲
垣
専
八
方
、
四
日
と
九
日
に
は
香
取
村
服
部
利
平
方
で

も
引
き
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
家
中
や
町
方
だ
け
で
な
く
、
在
地
に
も
引

替
所
を
設
け
る
こ
と
で
米
切
手
の
流
通
を
藩
領
域
内
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
同
時
に
町
方
の
引
替
所
に
つ
い
て
も
片
町
役
所
か
ら
「
米
切
手
御
引
替
役
所

米切手 交換貨幣 図柄色

6斗 金 1両 白色・大黒

1斗 5升 金 1分 飛色・夷

1斗 銀 10匁 鼠色・福禄寿

5升 銀 5匁 柿色・弁天

3升 7合 5勺 金 1朱 黄色・寿老人

2升 銀 2匁 桃色・毘沙門

1升 銀 1匁 浅黄色・布袋

桑名市中央図書館秋山文庫「文政六年国替記」による。

表　米切手種類と貨幣交換
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之
儀
者
、
山
田
屋
五
平
二
家
と
春
日
前
右
山
田
屋
が（

貸
）し

を
ふ
さ
ぎ
候
而
是
江
建
、
右
山

田
屋
が
し
ノ
替
り
は
翌
年
江
戸
町
近
江
屋
市
右
衛
門
を
こ
ぼ
ち
、
是
へ
新
規
ニ
か
し

を
付
ル

）
17
（

」
と
山
田
屋
五
平
二
家
と
春
日
前
山
田
屋
貸
し
を
や
め
さ
せ
、
こ
こ
に
役
所

を
設
け
る
と
し
た
。
な
お
、
山
田
屋
貸
し
宅
の
代
わ
り
に
江
戸
町
近
江
屋
市
右
衛
門

宅
を
壊
し
そ
こ
に
新
築
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
二
月
十
六
日
に
は
、
家
中

の
米
切
手
と
金
銀
引
替
日
が
一
日
と
六
日
に
変
更
さ
れ
る

）
18
（

。

翌
天
保
二
年
正
月
及
び
七
月
に
は
、
宮
通
の
啓
次
郎
が
米
切
手
引
替
を
推
進
し
貢

献
し
た
こ
と
を
褒
賞
さ
れ
、
褒
美
と
し
て
金
二
○
○
疋
を
下
賜
さ
れ
て
い
る

）
19
（

。
四
月

九
日
に
は
、
従
来
の
七
種
類
の
米
切
手
の
ほ
か
に
新
た
に
米
五
合
と
銀
五
分
引
替
の

米
切
手
が
発
行
さ
れ
る

）
20
（

。
十
一
月
に
な
る
と
、
桑
名
藩
の
飛
び
地
で
あ
る
柏
崎
で
も

米
切
手
の
通
用
が
始
ま
り

）
21
（

、
十
二
月
に
も
再
触
が
発
布
さ
れ
る

）
22
（

。
天
保
三
年
十
月
に

は
「
越
後
米
切
手
通
用
銀
匁
無
之
、
十
匁
ハ
壱
貫
文
之
割
ニ
て
通
用
之
由

）
23
（

」
と
、
銀

匁
が
な
い
た
め
十
匁
を
一
貫
文
と
し
て
通
用
さ
せ
る
旨
の
触
が
発
布
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
天
保
八
年
三
月
に
な
り
米
切
手
の
運
用
が
次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
。

〔
史
料
五

）
24
（

〕

米
切
手
之
儀
、
此
度
御
趣
法
替
ニ
而
、
町
在
御
内
用
達
共
江
御
任
ニ
相
成
候
、
尤

正
金
与
引
替
ニ
罷
出
候
節
者
、
金
壱
両
ニ
付
銀
四
匁
ツ
ヽ
之
割
を
以
替
料
相
添

可
差
出
、
且
又
正
金
持
参
切
手
ニ
引
替
候
節
茂
右
同
様
割
ニ
而
、
壱
両
ニ
付
銀

四
匁
充
相
添
可
相
渡
事
、

　

但
金
壱
両
正
金
相
場
是
迄
之
通
六
拾
匁
取
引
有
之
候
、

右
之
通
取
引
可
致
候
、
尤
引
替
日
限
之
儀
者
取
調
之
上
可
相
達
候
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
米
切
手
の
運
用
が
町
方
役
人
か
ら
町
方
・
村
方
の
御
内
用
達
に

委
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
引
替
手
数
料
と
し
て
金
一
両
に
つ
き
銀
四
匁
を
徴
収
す

る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
近
頃
正
金
払
底
ニ
付
御
借
用
方
御

手
茂
之
立
置
候
得
共
、
当
時
之
処
引
替
茂
指
支
、
町
在
之
者
共
一
統
難
渋
之
趣
粗
相

聞
候
、
右
切
手
之
儀
者　

御
趣
意
茂
有
之
候
得
者
、
御
繰
合
御
都
合
出
来
候
迄
、
米
切

手
御
内
用
達
共
江
申
付
候

）
25
（

」
と
正
金
（
金
・
銀
・
銭
貨
）
が
払
底
と
な
っ
た
た
め
引

替
に
差
支
え
が
で
き
、
町
在
の
者
が
難
渋
し
て
い
る
た
め
、
繰
合
が
で
き
る
ま
で
米

切
手
を
御
内
用
達
へ
申
し
付
け
る
と
あ
り
、
御
内
用
達
の
米
切
手
引
替
は
緊
急
的
な

措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
同
年
四
月
に
も
「
金
銀
不
融
通
」
の
た
め
「
下
々

疑
惑
之
唱
有
之

）
26
（

」
と
、
町
在
の
御
内
用
達
へ
米
切
手
の
取
り
扱
い
を
任
せ
る
旨
の
触

が
再
び
出
さ
れ
た
。

天
保
九
年
十
一
月
に
な
り
、
米
切
手
通
用
差
止
め
の
触
が
出
さ
れ
る
。

〔
史
料
六

）
27
（

〕

此
度
米
切
手
通
用
被
差
止
候
間
、
所
持
之
分
ハ
一
村
限
村
役
人
共
ニ
而
取
集
、

来
月
十
日
迄
ニ
京
町
役
所
江
差
出
へ
く
候
、
尤
正
金
と
引
替
可
遣
之
処
、
此
節

必
至
之
御
差
支
ニ
付
、
封
札
者
勿
論
散
札
之
分
も
先
ツ
御
借
入
ニ
取
計
書
替
相

渡
、
御
融
通
次
第
追
々
正
金
と
引
替
可
相
渡
候
、
尤
少
分
ツ
ヽ
利
足
相
添
可
被

下
、
尚
割
戻
方
之
義
ハ
追
而
可
相
達
候
、

右
之
趣
郡
中
江
不
洩
様
可
被
相
触
候
、
以
上
、

　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
所
持
し
て
い
る
米
切
手
は
、
村
役
人
ら
が
集
め
て
、
十
二
月
十

日
ま
で
に
京
町
の
役
所
へ
差
し
出
す
よ
う
に
と
あ
る
が
、
貨
幣
と
の
引
替
は
差
支
え

が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
一
旦
借
り
入
れ
と
し
て
貨
幣
調
達
の
目
途
が
つ
き
次
第
引
き

替
え
る
と
し
、
そ
の
際
に
は
利
息
分
を
添
え
る
と
あ
る
。

続
け
て
、
翌
十
年
正
月
に
も
米
切
手
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
所
持
し
て
い
る
米

切
手
は
十
二
月
十
日
ま
で
に
、
切
手
方
や
国
産
方
か
ら
借
用
し
て
い
る
分
に
つ
い
て

は
十
二
月
二
十
日
ま
で
に
上
納
す
る
よ
う
に
触
れ
ら
れ
た

）
28
（

。

さ
ら
に
同
年
四
月
に
は
、
昨
年
十
一
月
の
触
に
あ
っ
た
「
割
戻
し
」
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
指
示
が
出
さ
れ
る
。
金
額
の
多
寡
に
よ
り
割
戻
し
の
期
限
が
異
な
り
、
一
両
以

下
の
場
合
は
一
年
、
一
両
か
ら
五
両
は
二
年
、
五
両
一
分
か
ら
一
○
両
は
三
年
、
一
○
両

以
上
は
五
年
、
一
○
○
両
以
上
十
五
年
に
分
割
し
て
割
戻
す
よ
う
に
し
た
よ
う
で
あ
る

）
29
（

。
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と
こ
ろ
で
、
米
切
手
通
用
差
止
め
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）
の
米
札
通
用
禁
止
触
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
無
許
可
で
の
米
札

発
行
禁
止
の
再
達
が
影
響
し
、
前
述
の
よ
う
に
天
保
九
年
に
米
切
手
発
行
中
止
及
び

既
発
行
分
の
回
収
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

）
30
（

。

と
こ
ろ
が
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
三
月
に
な
り
、
新
た
に
米
切
手
発
行
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
触
が
家
中
に
対
し
て
触
ら
れ
る
。

〔
史
料
七

）
31
（

〕

一 

此
度
為
融
通
当
分
之
間
、
銀
壱
匁
分
ニ
米
切
手
通
用
被　

仰
付
候
ニ
付
、
金

銭
取
交
無
差
支
通
用
可
致
候
、
尤
引
替
所
之
義
、
別
紙
之
通
ニ
有
之
候
、

　
　
　
（
中
略
）

一
米
切
手
壱
匁
銀
札
、
金
壱
両
ニ
付
六
十
四
匁
建
ニ
而
通
用
之
事
、

　
　

但
三
月
二
日
ゟ
通
用
相
始
候
事
、

一
銀
札
引
替
所
之
義
者
、
当
分
之
内
京
町
国
産
会
所
ニ
而
引
替
候
事
、

一
銀
札
正
金
与
引
替
候
義
者
、
朝
五
ツ
時
ゟ
九
ツ
時
迄
毎
日
引
替
候
事
、

　
　
　
（
引
替
休
日
略
）

　
　
　

三
月
二
日　

御
横
目

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
銀
一
匁
分
の
米
切
手
が
発
行
さ
れ
、

そ
れ
は
三
月
二
日
か
ら
通
用
が
始
ま
り
、
引
替
所
は
当
分
の
間
京
町
の
国
産
会
所
で

行
わ
れ
、
正
金
と
の
引
替
は
朝
五
ツ
時
か
ら
九
ツ
時
ま
で
毎
日
行
う
と
し
、
休
日
も

定
め
ら
れ
た

）
32
（

。
一
旦
中
止
さ
れ
た
米
切
手
が
慶
応
期
に
再
び
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
前
回
同
様
、
額
面
に
銀
一
匁
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
藩
札
と
考

え
て
も
問
題
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。

三
　
国
産
（
専
売
制
）
の
開
始

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
正
月
、
桑
名
藩
で
の
専
売
制
が
開
始
さ
れ
る
。
勘
定
所

か
ら
発
布
さ
れ
た
触
書
に
は
、

〔
史
料
八

）
33
（

〕

此
度
切
手
方
御
役
所
ニ
お
ゐ
て
国
産
取
立
之
儀
被　

仰
付
候
、
右
ニ
付
佐
藤
孫

右
衛
門
・
小
林
与
兵
衛
国
産
取
扱
方
申
付
候
条
、
何
品
ニ
よ
ら
す
江
戸
其
外
江

船
積
ニ
而
相
廻
、
売
捌
可
然
与
心
得
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
右
両
人
方
へ
申
出
対

談
可
致
候
、
尤
船
廻
且
売
捌
等
之
儀
ハ
右
御
役
所
ニ
而
取
扱
有
之
候
間
、
左
様

可
相
心
得
候
、

　
　
　

正
月
廿
八
日
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

と
、
切
手
方
役
所
に
国
産
役
所
を
設
け
、
取
締
方
に
桑
名
町
年
寄
佐
藤
孫
右
衛
門
と

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
御
内
用
達
を
命
じ
ら
れ
た
桑
名
町
人
小
林
与
兵
衛
を
任

命
し
た
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
品
物
で
も
江
戸
等
へ
船
積
み
し
て
回
送
し
、
売
り

捌
く
場
合
は
両
人
と
相
談
し
て
国
産
役
所
で
取
り
扱
う
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
こ
の

触
は
桑
名
町
で
も
同
日
に
町
役
所
か
ら
発
布
さ
れ
る

）
34
（

。
ま
た
、
こ
の
専
売
制
に
つ
い

て
は
、
既
に
文
政
十
三
年
（
天
保
元
年
と
改
元
）
三
月
に
、

〔
史
料
九

）
35
（

〕

一 

此
度
為
御
国
益
江
戸
諸
入
用
品
、
桑
名
仕
込
船
廻
し
ニ
相
成
候
、
右
ニ
付
御

家
中
ニ
而
も
桑
名
諸
品
望
之
向
者
、
親
類
懇
意
之
者
江
申
遣
候
而
、
廻
方
之
義

御
用
船
之
席
ヲ
以　

上
ニ
而
御
世
話
可
被
成
下
候
、
賃
銀
之
義
ハ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
国
産
掛
り

 

桑
名　
　
　
　

小
寺
新
五
左
衛
門　
　

 

江
戸　
　
　
　

水
谷
文
左
衛
門　
　
　

　

右
両
人
江
可
被
申
談
候
、
此
段
申
達
候
、

　

右
三
月
十
八
日　

御
横
目
触

と
、
江
戸
で
の
諸
入
用
品
は
、
桑
名
の
仕
込
船
に
廻
し
、
家
中
が
桑
名
諸
品
を
望
む

場
合
は
、
そ
の
御
用
船
を
以
て
世
話
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
賃
銀
は
桑
名
で

は
国
産
掛
小
寺
五
左
衛
門
に
、
江
戸
で
は
国
産
掛
の
水
谷
文
左
衛
門
と
相
談
す
る
よ

（7） （6）
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う
に
と
横
目
か
ら
家
中
に
対
し
て
通
達
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
藩
内
に
国

産
掛
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

）
36
（

。

天
保
二
年
の
段
階
で
専
売
制
の
触
は
発
布
さ
れ
た
が
、
具
体
的
に
領
内
で
の
国
産

（
専
売
）
に
指
定
さ
れ
る
品
物
は
不
詳
で
あ
り
、
同
四
年
正
月
に
な
り
粉
糠
が
国
産
役

所
で
の
取
り
扱
い
と
な
っ
て
い
る

）
37
（

。
そ
し
て
同
年
九
月
に
は
次
の
よ
う
に
櫨
蝋
実
が

国
産
と
な
っ
た
。

〔
史
料
一
○

）
38
（

〕

御
領
分
村
々
ニ
有
之
候
櫨
蝋
実
、
此
度
国
産
ニ
相
成
候
、
右
ニ
付
本
願
寺
村
之

内
水
車
屋
与
左
衛
門
せ（

世

話

方

）

わ
か
た
懸
り
申
付
候
間
、
右
之
者
ゟ
対
談
有
之
候
ハ
ヽ

時
之
相
場
ヲ
以
売
払
可
申
候
、
尤
以
後
他
方
へ
売
捌
之
義
ハ
さ
し
留
候
、
且
触

之
年
ゟ
村
々
空
地
ま
た
ハ
堤
等
へ
苗
木
植
付
可
申
候
、
猶
植
付
時
節
等
之
義
ハ

追
々
可
申
達
候
、

右
之
趣
郡
中
へ
可
被
相
触
候
、
以
上
、

　
　

九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

右
之
通
御
触
通
し
候
間
、
組
合
村
々
へ
通
達
可
被
致
此
段
申
入
候
、
以
上
、

　
　

九
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

祖
山
重
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

種
岡
重
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

吉
田
八
十
八

こ
の
櫨
蝋
実
の
国
産
の
際
に
は
、
本
願
寺
村
の
水
車
屋
与
左
衛
門
を
世
話
方
に
任

命
し
、
時
の
相
場
を
見
計
ら
っ
て
売
り
払
い
を
す
る
と
い
う
。
さ
ら
に
櫨
蝋
実
の
苗

木
を
空
地
や
堤
へ
植
え
付
け
る
よ
う
奨
励
し
て
い
る
。
五
年
十
月
に
は
「
冨
田
一
色

国
産
問
屋
申
付
候
ニ
付
、
是
迄
浜
手
村
々
ゟ
米
穀
諸
地
方
江
津
出
し
い
た
し
来
候
処
、

船
積
之
義
ハ
已
来
不
相
成
候
、
右
問
屋
対
談
之
上
積
出
可
申
候

）
39
（

」
と
、
富
田
一
色
の

者
に
国
産
問
屋
を
申
し
付
け
、
以
前
は
浜
手
の
村
落
か
ら
船
積
み
し
て
い
た
米
穀
や

諸
品
を
す
べ
て
こ
の
問
屋
か
ら
積
み
出
す
こ
と
と
し
、
国
産
品
は
桑
名
領
内
か
ら
領

外
移
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

天
保
六
年
四
月
に
は
、「
御
当
地
晒
貝
舟
積
方
之
儀
、
是
迄
旧
来
私
方
ニ
而
支
配
仕

候
処
、
今
般
御
国
産
ニ
相
成
候
ニ
付
、
御
国
産
舟
問
屋
ニ
而
積
方
可
仕
旨
被　

仰
渡

奉
畏
候

）
40
（

」
と
晒
貝
が
国
産
と
な
っ
た
。
続
け
て
桑
名
商
人
の
佐
々
部
家
は
佐
藤
氏
と

と
も
に
国
産
船
問
屋
と
な
る
こ
と
を
国
産
役
所
へ
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
晒
貝
は
蛤

を
商
品
化
し
た
も
の
で
蛤
を
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
貝
殻
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

佐
々
部
家
は
堺
の
商
人
小
西
家
の
荷
物
の
船
積
み
を
任
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
41
（

。
こ

こ
か
ら
は
国
産
品
の
領
外
移
出
に
あ
た
り
船
問
屋
が
そ
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
七
年
に
な
り
陶
器
が
国
産
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

八
年
三
月
に
は
、「
旧
冬
中
も
申
入
置
候
綿
実
之
儀
、
村
々
ニ
而
望
之
者
も
有
之
候

ハ
者
国
産
方
ニ
而
御
貸
付
ニ
相
成
候
間
、
水
谷
次
郎
八
方
ゟ
使
之
者
相
廻
り
候
ニ
付
、

有
無
委
細
示
談
有
之
様
い
た
し
度
、
此
段
申
入
候

）
42
（

」
と
、
綿
実
を
希
望
す
る
も
の
は
、

国
産
方
で
貸
付
を
行
う
に
あ
た
り
、
江
場
村
庄
屋
水
谷
次
郎
八
の
使
い
が
回
る
の
で

貸
付
の
有
無
を
示
談
す
る
よ
う
に
と
あ
り
、
綿
実
も
国
産
の
対
象
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。

そ
し
て
、
九
年
六
月
に
は
、「
其
村
々
小
前
共
之
内
、
兼
而
国
産
方
干
鰯
代
滞
之
分
、

近
日
右
掛
之
者
取
立
ニ
相
廻
候

）
43
（

」
と
、
村
々
の
小
前
の
内
、
国
産
方
干
鰯
代
を
滞
納

し
て
い
る
者
へ
の
取
立
の
触
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
干
鰯
も
国
産
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
十
三
年
九
月
に
は
「
御
蔵
米
御
払
之
義
、
已
後
京
町
国
産
候
所

ニ
お
ゐ
て
、
毎
月
一
六
日
之
御
入
札
申
付
候

）
44
（

」
と
、
蔵
米
の
売
り
払
い
は
桑
名
京
町

の
国
産
役
所
で
毎
月
一
と
六
日
に
入
札
す
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
三
月
に
は
、
「
其
組
合
村
々
肥
代
拝
借
望
之
分
者
、
来
ル
十
七
日
国
産

役
所
ニ
お
ゐ
て
貸
付
有
之
候

）
45
（

」
と
、
こ
の
時
点
で
前
述
し
た
綿
実
の
よ
う
に
、
肥
料

も
国
産
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

安
政
七
年
八
月
に
は
、「
兼
而
国
産
灰
石
焼
方
之
儀
ニ
附
相
達
置
候
処
、
心
得
違
之

者
有
之

）
46
（

」
と
、
国
産
の
灰
石
焼
（
石
灰
焼
カ
）
に
つ
い
て
、
心
得
違
い
の
者
の
処
罰

（7）
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に
つ
い
て
の
触
が
発
布
さ
れ
た
。
石
灰
焼
が
国
産
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
四
月
、
次
の
よ
う
に
国
産
紙
漉
所
が
取
り
立
て
ら
れ
る
。

〔
史
料
一
一

）
47
（

〕

此
度
国
産
紙
漉
所
御
取
立
ニ
付
、
雁
皮
・
三
ツ
俣
・
楮
木
、
以
来
他
邦
江
売
渡

候
義
不
相
成
候
、
時
之
相
場
を
以
御
買
上
相
成
候
間
、
村
役
人
と
も
厚
相
心
得

隠
売
等
無
之
様
、
小
前
共
江
急
度
可
申
付
候
、
尤
鑑
札
持
参
買
上
方
之
者
差
出

し
候
筈
有
之
候
、

右
之
趣
郡
中
江
可
被
相
触
候
、
以
上
、

　
　
　

子
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
産
紙
漉
所
を
取
立
、
和
紙
の
原
料
で
あ
る
雁
皮
・
三
椏
・
楮

の
三
種
類
を
他
国
へ
売
り
渡
す
こ
と
を
禁
止
し
、
そ
の
代
わ
り
そ
れ
ら
を
時
の
相
場

で
買
い
上
げ
る
と
い
う
。
こ
の
時
、
国
産
紙
漉
所
の
鑑
札
も
作
成
し
て
い
る
。

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
十
二
月
に
は
、
国
産
掛
の
成
瀬
源
蔵
・
川
越
弥
三
郎
・

坂
井
武
左
衛
門
と
下
掛
の
藤
本
総
介
が
、
村
々
の
「
櫨
木
紙
木
植
付
ニ
相
成
居
場
所

并
空
地
等
為
見
分
罷
越
候

）
48
（

」
と
、
櫨
木
や
紙
木
の
植
付
場
所
や
空
地
見
分
に
赴
く
触

が
出
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
は
国
産
掛
が
藩
内
組
織
に
位
置
付
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
慶
応
三
年
二
月
、
後
述
す
る
よ
う
に
国
産
陶
器
取
締
掛
の
取
立
や
茶
が
国
産

と
な
り

）
49
（

、
明
治
二
年
十
二
月
に
は
、
二
分
判
融
通
の
た
め
に
国
産
役
所
に
金
改
所
が

開
設
さ
れ
る

）
50
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
国
産
（
専
売
制
）
に
つ
い
て
は
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）

に
一
部
導
入
さ
れ
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
正
月
以
降
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
粉

糠
・
櫨
蝋
実
・
晒
貝
・
陶
器
・
綿
実
・
干
鰯
・
石
灰
焼
・
紙
・
茶
な
ど
が
順
を
追
っ

て
国
産
化
さ
れ
て
き
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
国
産
品

は
領
内
よ
り
領
外
へ
移
出
し
販
売
さ
れ
る
こ
と
で
、
藩
の
正
金
獲
得
に
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
　
国
産
陶
器
・
茶
に
つ
い
て

国
産
陶
器
に
つ
い
て
は
、「
天
保
七
歳
丙
申
四
月
吉
日
陶
器
竃
諸
願
書
控
帳

）
51
（

」
に
は

「
御
国
産
陶
器
竃
之
儀
、
最
初
与
市
江
被　

仰
付
候
所
、
入
用
多
分
御
座
候
ニ
付
、
最

寄
之
儀
故
、
右
取
締
り
方
私
江
被　

仰
付
奉
畏
候
」
と
あ
り
、
最
初
小
向
村
の
与
市

が
取
締
方
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
何
か
と
入
用
が
多
い
た
め
代
わ
っ
て
同
村
の
伊
藤
伝

左
衛
門
が
取
締
方
に
命
じ
ら
れ
た
。
た
だ
、
伝
左
衛
門
は
素
人
の
た
め
職
人
た
ち
と

の
や
り
と
り
に
困
惑
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
52
（

。
こ
こ
か
ら
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）

段
階
で
陶
器
（
こ
の
場
合
萬
古
焼
）
が
国
産
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

そ
の
後
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
二
月
に
な
り
、
豊
田
一
色
大
塚
桂
蔵
・
桑
名
町

大
塚
与
一
右
衛
門
・
小
向
村
森
与
五
左
衛
門
が
国
産
陶
器
取
締
掛
に
任
命
さ
れ
る

）
53
（

。

そ
れ
は
こ
の
時
期
（
慶
応
元
年
）
に
有
節
が
陶
器
職
人
と
し
て
全
国
的
に
有
名
に
な

り
萬
古
焼
が
桑
名
藩
の
名
産
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
町
・
村
の
者
が
萬
古
焼
を

真
似
し
た
陶
器
を
製
造
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
藩
は
有
節
を
陶
器
焼
方
取

締
掛
に
任
命
し
て
取
締
を
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
前
述
し
た
豊
田
一
色

大
塚
桂
蔵
は
村
方
、
大
塚
与
一
右
衛
門
は
桑
名
町
の
取
締
掛
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
吉
津
屋
町
与
四
郎
・
今
一
色
甚
吉
・
舟
町
善
四
郎
・
太
夫
村
加
藤
儀
十
郎
・

江
場
村
廉
吉
の
五
人
が
国
産
陶
器
職
取
締
下
掛
り
を
命
じ
ら
れ
る
。
同
年
二
月
、
有

節
は
陶
器
職
人
か
ら
冥
加
金
を
上
納
さ
せ
る
た
め
に
、「
陶
器
職
業
之
者
名
前
并
竃
大

小
金
竃
有
無
等
之
儀
取
調

）
54
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
名
前
や
竃
の
大
小
、
金
竃
の
有
無
の

調
査
を
命
じ
ら
れ
た
。

次
に
国
産
茶
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
慶
応
三
年
の
「
御
国
産
茶
取
締
一
件
控

）
55
（

」
に

は
、
同
年
二
月
九
日
、
並
川
徳
兵
衛
・
木
村
蔵
太
（
石
榑
東
村
カ
）・
大
塚
桂
蔵
（
豊

田
一
色
）・
田
中
半
太
夫
（
阿
下
喜
村
）
が
代
官
所
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
次
の
よ
う

な
茶
の
国
産
化
願
書
案
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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〔
史
料
一
二
〕

　
　

 

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

一 
御
国
産
茶
荷
物
見
込
凡
三
千
箇
、
此
金
高
当
時
相
場
ニ
而
四
万
両
程
ニ
御
座
候
、

　
　

但 
江
戸
問
屋
口
銭
、
是
迄
壱
割
ツ
ヽ
定
り
ニ
御
座
候
処
、
御
国
産
相
立
品

多
分
ニ
相
成
候
間
、
五
歩
口
銭
ニ
為
致
候
而
、
此
金
弐
千
両
分
御
益
筋

ニ
仕
度
奉
存
候
ニ
付
、
先
方
へ
急
速
及
掛
ケ
合
ニ
申
度
奉
存
候
、

一
地
茶
師
勝
手
次
第
手
広
ニ
製
法
為
仕
度
奉
存
候
、

一
御
産
物
茶
問
屋
之
儀

　
　
　
　

本
郷
辺　
　

阿
下
喜
辺　
　
　

石
榑
郷
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
城
下
ニ
而

　
　
　
　

中
筋
之
内　

豊
田
一
色
辺　
　

矢
田
町
辺

　

〆

　

 

右
村
々
之
儀
、
元
来
茶
製
方
多
分
ニ
御
座
候
而
、
最
寄
弁
理
宜
哉
ニ
奉
存
候

間
、
村（マ
マ
）村

々
辺
ニ
而
問
屋
被　

仰
付
候
方
可
然
哉
ニ
奉
存
候
、
尤
右
之
外
ニ

も
望
之
者
御
座
候
ハ
ヽ
右
最
寄
村
々
へ
申
談
し
差
支
無
之
様
仕
度
奉
存
候
、

一 

茶
問
屋
共
ゟ
荷
物
差
出
し
候
ハ
ヽ
右
金
高
ニ
応
じ
七
分
金
利
足
六
分
ニ
而
御

貸
付
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
弁
理
宜
哉
ニ
奉
存
候
、

一
茶
仲
買
之
者
取
極
メ
ニ
相
成
候
而
自
他
領
共
無
差
別
多
分
買
入
為
致
申
度
事
、

一 

茶
仲
買
御
鑑
札
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
御
冥
加
壱
人
ニ
付
壱
両
ツ
ヽ
上
納
可
仕
候
、

此
人
数
凡
三
拾
人
程
も
御
座
候
哉
、
右
御
冥
加
金
三
拾
両
程
、

　
　

但
仲
買
并
小
前
茶
師
ゟ
他
所
へ
船
積
客
受
等
不
相
成
候
事
、

一 

茶
御
産
物
方
掛
り
両
三
人
相
心
得
候
者
、
懸
り
被　

仰
付
候
ハ
ヽ
弁
理
も
宜

敷
哉
ニ
奉
存
候
、

一
江
戸
・
横
浜
茶
相
場
之
儀
、
月
々
問
屋
江
相
廻
り
候
様
御
取
扱
被
下
度
事
、

一 

御
産
物
相
立
候
上
ハ
、
地
茶
師
小
前
ゟ
他
邦
江
直
キ
売
不
相
成
訳
ニ
御
座
候

得
共
、
若
一
直
段
引
合
兼
他
邦
江
相
払
候
ハ
ヽ
、
改
を
受
拾
貫
目
ニ
付
銀
六

匁
ツ
ヽ
上
納
可
仕
事
、

右
之
通
荒
々
私
共
申
合
候
得
共
、
何
分
新
法
之
義
如
何
御
座
候
哉
、
聢
与
見
詰

も
相
付
不
申
候
得
共
、
乍
恐
申
合
之
廉
々
奉
申
上
候
、
御
評
儀
次
第
御
取
扱
被

下
置
度
、
此
段
御
内
々
奉
伺
上
候
、
以
上
、

　
　

卯
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

並
川
徳
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
村
蔵
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚
桂
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
半
太
夫

　
　

御
代
官
所

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
茶
の
国
産
化
に
よ
り
荷
物
は
三
千
箇
、
売
上
高
は
四
万
両
を
見

込
め
る
と
あ
り
、
そ
こ
か
ら
二
千
両
分
も
の
収
益
を
出
し
た
い
と
し
て
い
る
。
そ
の

際
に
は
、
地
元
の
茶
師
に
製
法
を
任
せ
、
山
間
村
落
の
本
郷
・
阿
下
喜
・
石
榑
の
あ

た
り
の
村
落
と
中
筋
（
の
ち
に
は
山
田
村
）、
豊
田
一
色
、
桑
名
矢
田
町
の
あ
た
り
に

茶
問
屋
を
設
け
、
茶
問
屋
に
は
資
金
を
貸
付
し
て
利
息
を
取
り
、
茶
仲
買
人
に
は
鑑

札
を
渡
す
こ
と
で
冥
加
金
を
徴
収
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
地
元
茶
師
が
他
領
へ

茶
を
販
売
し
た
場
合
に
は
一
〇
貫
に
つ
き
銀
六
匁
を
上
納
さ
せ
る
と
し
て
い
る
が
、

「
何
分
新
法
」
の
た
め
行
く
末
不
明
な
部
分
も
あ
り
、
相
談
し
て
決
め
る
の
で
、
国
産

化
を
お
願
い
し
た
い
と
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
、
二
月
二
十
三
日
に
一
部
修
正

を
し
て
願
書
を
差
し
出
し
た
。
先
の
四
人
に
鈴
木
長
左
衛
門
が
加
わ
る
。
大
き
な
変

更
点
は
、
茶
国
産
会
所
を
設
置
し
、
冥
加
金
を
上
納
す
る
。
会
所
は
当
年
は
空
き
家

を
借
り
受
け
る
が
、
来
年
に
は
建
設
す
る
こ
と
、
国
産
茶
が
下
方
に
差
支
え
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
、
国
産
に
な
っ
た
場
合
は
江
戸
と
横
浜
の
者
ど
も
が
駈
合
を
す
る
こ

と
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
翌
二
十
四
日
に
は
、
在
方
国
産
取
締
掛
に
願
書
提

出
者
の
五
人
、
町
方
か
ら
は
梶
嶋
茂
吉
・
水
谷
吉
兵
衛
・
森
六
兵
衛
・
荒
木
金
兵
衛

が
取
締
掛
を
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
江
戸
で
は
商
人
で
あ
る
中
條
瀬
兵
衛
・
山
本
嘉
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兵
衛
・
大
嶋
太
郎
治
郎
・
西
村
嘉
兵
衛
、
横
浜
で
は
永
一
屋
宗
二
郎
・
古
木
屋
甚
吉

に
茶
取
扱
が
命
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

）
56
（

。
そ
の
後
、
桑
名
城
下
に
国
産
問
屋
を
一
か

所
建
て
、
在
方
に
は
取
締
掛
兼
寄
問
屋
を
置
き
、
仲
買
人
希
望
者
を
募
る
な
ど
し
て

体
制
整
備
を
進
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
桑
名
藩
久
松
松
平
氏
の
流
通
経
済
政
策
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
検
討
し
て
い

た
が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
桑
名
へ
の
再
入
部
後
の
久
松
松
平
氏
は
、
白
河
時
代

の
借
財
や
転
封
費
用
が
嵩
み
藩
財
政
は
益
々
悪
化
す
る
。
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
家

中
俸
禄
の
削
減
や
減
知
を
実
施
す
る
が
、
毎
年
の
年
貢
高
の
損
毛
も
重
な
り
思
う
よ

う
な
成
果
が
で
な
か
っ
た
。
加
え
て
転
封
の
最
中
の
一
揆
や
飢
饉
や
災
害
な
ど
も
頻

発
し
、
地
域
支
配
政
策
も
農
業
政
策
に
依
存
す
る
体
制
だ
け
で
は
非
常
に
困
難
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
目
を
付
け
た
政
策
が
、
地
域
経
済
興
隆
や
農
間
余
業
発

達
な
ど
に
伴
う
流
通
経
済
で
の
成
果
の
取
り
込
み
、
す
な
わ
ち
特
産
品
の
国
産
化
、
専

売
制
の
導
入
で
あ
っ
た
。
国
産
化
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）、
国
産
役
所
を
設
置
し
、

四
年
の
粉
糠
・
櫨
蝋
実
か
ら
始
ま
り
、
晒
貝
・
陶
器
・
綿
実
・
干
鰯
・
石
灰
焼
・
紙
・

陶
器
・
茶
な
ど
多
く
の
産
物
を
国
産
と
す
る
。
国
産
化
は
幕
末
期
ま
で
継
続
し
て
い

る
こ
と
か
ら
一
定
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
具

体
的
な
数
値
の
提
示
や
藩
財
政
の
好
転
度
合
な
ど
専
売
制
が
藩
財
政
に
ど
の
程
度
影

響
を
与
え
た
の
か
な
ど
未
解
明
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
専
売
制
に
は
多
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て

採
用
さ
れ
た
の
が
、
専
売
制
導
入
前
年
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
の
米
切
手
、
実

質
的
な
藩
札
の
発
行
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
領
国
内
や
領
国
外
で
の
信
用
に
基
づ
く
も

の
で
、
幕
藩
体
制
の
揺
ら
ぎ
は
あ
っ
た
も
の
の
、
藩
が
主
導
す
る
体
制
は
そ
れ
を
後

押
し
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
藩
札
発
行
は
幕
府
の
制
限
規
制
等
も
あ
り
、
天
保
九
年

に
は
一
時
中
断
す
る
が
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
は
再
開
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
桑
名
藩
で
は
国
産
奨
励
・
導
入
や
国
産
化
に
伴
う
藩
札
の
発
行
は

連
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
様
の
施
策
は
藩
の
一
環
し
た
政
策
と
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
国
産
化
は
正
金
獲
得
の
た
め
領
外
で
の
販
売
を
想
定
し
、
そ
の
際
に

は
桑
名
町
人
に
請
け
負
わ
せ
、
国
産
品
の
多
様
化
と
と
も
に
在
方
を
も
包
摂
す
る
形

で
藩
と
し
て
一
体
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
米
切
手
を
発
行
し
、
流
通
の
促
進

を
目
指
す
。
米
切
手
運
用
を
町
人
や
在
方
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
で
さ
ら
な
る
浸
透

を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
専
売
制
導
入
と
藩
札
発
行
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
提
示
に
終
始
し
た
感
が

あ
り
、
専
売
制
の
開
始
理
由
や
専
売
制
に
よ
る
藩
財
政
や
領
内
外
へ
の
影
響
等
は
未

解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
今
後
、
政
策
の
具
体
的
な
成
果
の
検
証
等
、
史
料
の
博
捜
も

含
め
て
さ
ら
な
る
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

【
註
】

（
1
）
「
桑
名
藩
・
忍
藩
の
地
域
支
配
」
「
幕
末
維
新
期
の
朝
日
」
（『
新
修
朝
日
町
史
』

通
史
編
、
二
〇
二
四
年
）。
当
該
部
分
は
筆
者
が
執
筆
を
行
っ
た
。

（
2
）
堀
江
保
蔵
『
我
国
近
世
の
専
売
制
度
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
三
年
、
臨
川

書
店
か
ら
一
九
七
三
年
に
再
版
）、
同
『
国
産
奨
励
と
国
産
専
売
』
（
塙
書
房
、

一
九
六
三
年
）、
吉
永
昭
『
近
世
の
専
売
制
度
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）。

（
3
）
註
（
2
）
堀
江
『
国
産
奨
励
と
国
産
専
売
』。

（
4
）
註
（
2
）
吉
永
前
掲
書
。

（
5
）
山
形
万
里
子
「
幕
末
期
佐
賀
藩
富
国
策
の
展
開
と
国
内
市
場
―
陶
器
国
産
専
売

仕
法
を
中
心
に
―
」
（『
社
会
経
済
史
学
』
六
九
―
三
、二
〇
〇
三
年
）、
町
田
哲

「
近
世
徳
島
藩
に
お
け
る
紙
専
売
制
と
そ
の
展
開
」（『
徳
島
県
立
文
書
館
研
究
紀

要
』
第
７
号
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
り
、
そ
の
他
、
山
崎
善
弘
ら
が
進
め
る
共

同
研
究
と
し
て
「
姫
路
藩
木
綿
専
売
制
の
実
現
過
程
と
歴
史
的
意
義
に
関
す
る
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総
体
的
研
究
」
（
二
〇
二
二
年
〜
）
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
鹿
野
嘉
昭
『
藩
札
の
経
済
学
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
一
年
）、
岩
崎
勝

『
近
世
貨
幣
と
経
済
発
展
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）、
杉
本
精
宏

「
近
世
後
期
尾
張
藩
札
（
米
切
手
）
発
行
に
伴
う
財
政
・
経
済
政
策
」（『
愛
知
県

史
研
究
』
20
号
、
二
〇
一
六
年
）、
加
藤
慶
一
郎
「
藩
札
発
行
権
の
取
得
過
程
―

享
保
十
五
年
の
徳
島
藩
を
中
心
に
―
」
（「
大
阪
商
業
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト

リ
」、
二
〇
二
五
年
）。
そ
の
ほ
か
貨
幣
流
通
に
関
し
て
、
浦
長
瀬
隆
『
忠
近
世

日
本
貨
幣
流
通
史
―
取
引
手
段
の
変
化
と
要
因
―
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）

を
参
考
に
し
た
。

（
7
）
「
桑
名
米
市
と
米
札
会
所
」
「
貨
幣
制
度
と
金
融
機
関
」
（『
桑
名
市
史
』
本
編
、

一
九
五
九
年
）。
藩
札
の
発
行
を
慶
応
元
年
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
年
に
藩
札
が

発
行
さ
れ
た
事
実
は
な
く
、
翌
二
年
の
米
切
手
の
発
行
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え

た
も
の
と
考
え
る
。

（
8
）
「
二　

桑
名
藩
政
の
動
向
」
（『
三
重
県
史
』
通
史
編
近
世
2
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
9
）
註
（
1
）
前
掲
書
。

（
10
）
同
右
。

（
11
）
註
（
8
）
前
掲
書
。

（
12
）
同
右
。
桑
名
市
博
物
館
寄
託
佐
々
部
家
文
書P27

「
米
切
手
金
壱
朱
分
米
三
升

七
合
五
夕
分
」。
註
（
2
）
堀
江
『
国
産
奨
励
と
国
産
専
売
』。

（
13
）
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
一
五
三
―
六
六
「
桑
名
藩
御
用
留
」
文
政
十
三
年
十
月

二
十
二
日
条
（
以
下
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
「
岩
瀬
「
桑
名
藩
御
用
留
」
年

月
日
」
と
表
記
す
る
）。
な
お
、
『
三
重
県
史
』
通
史
編
近
世
2
に
も
大
坂
の
升

屋
平
右
衛
門
に
関
す
る
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
14
）
桑
名
市
中
央
図
書
館
秋
山
文
庫
「
文
政
六
年
国
替
記
」
文
政
十
三
年
十
月

二
十
八
日
条
（
以
下
、
「
秋
山
「
国
替
記
」
年
月
日
」
と
表
記
す
る
）。

（
15
）
岩
瀬
「
桑
名
藩
御
用
留
」
文
政
十
三
年
十
一
月
九
日
条
。

（
16
）
川
越
町
大
塚
家
文
書N

10

「
文
政
十
三
年
御
用
御
触
状
留
」
文
政
十
三
年
十
一

月
八
日
条
（
以
下
、
大
塚
「
史
料
番
号
・
史
料
名
」
年
月
日
と
表
記
す
る
）。

（
17
）
秋
山
「
国
替
記
」
文
政
十
三
年
十
一
月
条
カ
。

（
18
）
岩
瀬
「
桑
名
藩
御
用
留
」
文
政
十
三
年
十
二
月
十
六
日
条
。

（
19
）
秋
山
「
国
替
記
」
天
保
二
年
年
正
月
四
日
条
。
啓
次
郎
は
同
年
七
月
十
三
日
に

も
「
米
切
手
引
替
出
精
」
で
あ
る
と
し
て
二
〇
〇
疋
を
下
付
さ
れ
て
い
る
（
七

月
十
三
日
条
）。

（
20
）
岩
瀬
「
桑
名
藩
御
用
留
」
天
保
二
年
四
月
九
日
条
。

（
21
）
同
右
、
天
保
二
年
十
一
月
条
。

（
22
）
同
右
、
天
保
二
年
十
二
月
二
十
四
日
条
。

（
23
）
同
右
、
天
保
三
年
十
月
十
三
日
条

（
24
）
大
塚N

16

「
天
保
八
年
御
用
触
状
留
」
三
月
朔
日
条
。

（
25
）
同
右
、
「
申
渡
」
（
天
保
八
年
三
月
）。
な
お
、
秋
山
「
国
替
記
」
よ
れ
ば
、
御

内
用
達
は
、
文
政
七
年
十
二
月
に
桑
名
町
の
小
林
与
兵
衛
・
小
林
与
七
・
竹
内

弥
兵
衛
・
竹
内
求
左
衛
門
・
伊
藤
紀
三
郎
が
命
じ
ら
れ
、
文
政
九
年
四
月
に
は

北
山
田
村
岩
田
九
左
衛
門
・
阿
下
喜
村
稲
垣
半
左
衛
門
・
羽
津
村
藤
谷
伝
左
衛

門
が
、
同
年
十
一
月
に
は
桑
名
町
味
岡
七
右
衛
門
・
米
田
八
兵
衛
が
命
じ
ら
れ

た
。
ま
た
文
政
十
三
年
十
月
に
大
坂
の
升
屋
平
右
衛
門
が
、
同
年
十
一
月
頃
に

桑
名
町
の
山
口
助
右
衛
門
・
山
口
新
四
郎
・
樋
口
精
次
郎
・
日
野
屋
甚
兵
衛
・
鍵

屋
次
助
・
万
屋
安
兵
衛
・
田
辺
屋
利
左
衛
門
・
□
屋
作
左
衛
門
・
沼
田
屋
半
七

が
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
天
保
二
年
四
五
月
頃
に
、
桑
名
町
の
塩
屋
庄
八
・
糀

屋
伝
七
・
井
筒
屋
半
兵
衛
・
□
屋
重
左
衛
門
・
鍋
屋
与
左
衛
門
が
命
じ
ら
れ
て

い
る
。

（
26
）
同
右
、
四
月
条
。

（
27
）
大
塚N

17
「
天
保
九
年
御
用
触
状
留
」
十
一
月
条
。
こ
の
御
用
触
状
留
は
天
保

九
年
と
十
年
の
記
事
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
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（
28
）
同
右
、
天
保
十
年
正
月
条
。

（
29
）
同
右
、
天
保
十
年
四
月
条
。

（
30
）
註
（
8
）
前
掲
書
。

（
31
）
岩
瀬
「
桑
名
藩
御
用
留
」
慶
応
二
年
三
月
二
日
条
。
ま
た
、
在
地
で
も
こ
の
時

期
、
在
地
と
町
方
合
わ
せ
て
二
万
両
の
銀
札
を
割
渡
す
計
画
を
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
詳
細
は
後
日
に
期
し
た
い
。

（
32
）
同
触
に
は
、
休
日
が
正
月
元
日
か
ら
七
日
ま
で
、
七
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま

で
、
毎
月
朔
日
、
十
五
日
、
五
節
句
、
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
晦
日
ま
で
、
そ

し
て
、
殿
様
の
着
城
・
発
駕
当
日
及
び
春
日
三
度
の
神
事
両
日
と
あ
る
。

（
33
）
大
塚N

11

「
天
保
二
年
御
用
御
触
状
留
」
正
月
二
十
八
日
条
。

（
34
）
秋
山
「
国
替
記
」
天
保
二
年
正
月
二
十
八
日
申
触
。

（
35
）
岩
瀬
「
桑
名
藩
御
用
留
」
文
政
十
三
年
三
月
十
八
日
条
。

（
36
）
桑
名
掛
小
寺
新
五
左
衛
門
は
天
保
三
年
「
分
限
帳
」
（
桑
名
市
博
物
館
所
蔵
）

に
よ
る
と
、
二
〇
〇
石
取
の
桑
名
藩
士
で
郡
代
を
務
め
て
い
る
。
江
戸
掛
水
谷

文
左
衛
門
は
不
詳
で
あ
る
が
、
江
戸
か
桑
名
の
商
人
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
37
）
大
塚N

13

「
天
保
四
年
御
用
御
触
状
留
」
正
月
二
十
四
日
条
。
な
お
、
粉
糠
に

つ
い
て
は
、
文
政
十
三
年
九
月
、
伝
馬
飼
立
の
差
支
え
に
な
る
と
し
て
、
先
代

（
松
平
下
総
守
時
代
）
よ
り
他
所
積
み
を
停
止
し
て
い
た
が
、
前
年
の
十
二
年
二

月
か
ら
九
月
ま
で
は
粉
糠
問
屋
を
油
町
孫
十
郎
と
宮
町
又
四
郎
の
二
軒
の
み
に

他
所
売
出
を
認
め
た
と
こ
ろ
、
最
近
は
そ
れ
を
守
ら
ず
隠
し
売
り
を
し
て
い
る

と
し
て
処
罰
す
る
と
の
触
が
町
役
所
か
ら
発
布
さ
れ
て
い
る
。
粉
糠
は
伝
馬
制

維
持
に
必
要
な
品
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
秋
山
「
国
替
記
」
文
政
十
三

年
九
月
条
）。

（
38
）
同
右
、
九
月
三
日
条
。

（
39
）
大
塚N

14

「
天
保
五
年
御
用
触
状
留
」
十
月
条
カ
。

（
40
）
桑
名
市
博
物
館
寄
託
佐
々
部
家
文
書F2-13-27

「
天
保
六
年
四
月　

乍
恐
以
書

付
奉
願
上
候
（
晒
貝
舟
積
方
、
今
般
御
国
産
に
仰
せ
付
け
て
ほ
し
い
旨
）」。

（
41
）
荒
武
賢
一
朗
「
近
世
の
大
坂
湾
と
伊
勢
湾
―
商
業
的
諸
関
係
を
中
心
に
―
」

（『
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
』
20
号
、
二
〇
一
六
年
）。

（
42
）
大
塚N

16

「
天
保
八
年
御
用
触
状
留
」
三
月
十
日
条
。

（
43
）
大
塚N

17

「
天
保
九
年
御
用
触
状
留
」
六
月
二
十
三
日
条
。

（
44
）
大
塚N

20

「
天
保
十
三
年
御
用
触
状
留
」
九
月
晦
日
条
。

（
45
）
大
塚N

35

「
安
政
四
年
御
用
向
御
触
状
留
」
三
月
四
日
条
。

（
46
）
大
塚N

38

「
安
政
七
年
御
用
向
御
触
状
留
」
八
月
十
六
日
条
。

（
47
）
大
塚N

41

「
元
治
元
年
ト
改
元
文
久
四
年
御
用
向
御
触
状
留
」
四
月
条
。

（
48
）
大
塚N

42

「
慶
応
改
元
元
治
二
年
御
用
向
御
触
状
留
」
十
二
月
二
日
条
。

（
49
）
大
塚N

44

「
慶
応
三
年
御
用
向
御
触
状
留
」
二
月
二
十
六
日
条
。
大
塚M

10-1

「
慶
応
三
年
御
国
産
陶
器
取
締
一
件
控
」、
大
塚M

12

「
慶
応
三
年
御
国
産
茶
取
締

一
件
控
」。

（
50
）
大
塚N

46

「
明
治
二
年
御
用
向
御
触
状
留
」
十
二
月
九
日
条
。

（
51
）
朝
日
町
歴
史
博
物
館
所
蔵
伊
藤
家
文
書
七
〇
三
「
天
保
七
歳
丙
申
四
月
吉
日
陶

器
竃
諸
願
書
控
帳
」。

（
52
）
竹
内
弘
光
「「
天
保
七
歳
丙
申
四
月
吉
日
陶
器
竃
諸
願
書
控
帳
」
に
つ
い
て
」

（
朝
日
町
歴
史
博
物
館
『
平
成
三
〇
年
度　

企
画
展　

再
考
！
萬
古
焼
』
二
〇
一
八

年
）。

（
53
）
大
塚M

10-1

「
慶
応
三
年
御
国
産
陶
器
取
締
一
件
控
」。
石
原
佳
樹
「
森
有
節
、

国
産
陶
器
職
取
締
掛
を
拝
命
」（
三
重
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
著
・
毎
日
新
聞
社

津
支
局
『
発
見
！　

三
重
の
歴
史
』
新
人
物
往
来
社
、
二
○
○
六
年
）。

（
54
）
同
右
、
二
月
二
十
六
日
条
。

（
55
）
大
塚M

12

「
慶
応
三
年
御
国
産
茶
取
締
一
件
控
」。
以
下
、
こ
の
史
料
に
含
ま

れ
る
願
書
等
を
利
用
す
る
。

（
56
）
同
右M

12

の
「
挿
入
文
書
」。
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【
付
記
】

こ
の
論
考
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
桑
名
市
中
央
図
書
館
、
桑

名
市
博
物
館
、
朝
日
町
歴
史
博
物
館
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
、
大
塚
氏
の
皆
様
に
は
資

料
の
閲
覧
等
で
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
徳
島
県
立
文
書
館
様
に
は
参
考
文
献
に
関
し

て
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

 

（
元
三
重
県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課
歴
史
公
文
書
班
職
員
・
藤
谷　

彰
）
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